
 
令和３年２月３日 

 
「日本遺産の日」記念シンポジウムの開催について 

 
文化庁及び日本遺産連盟（※１）は、今後、さらに国民の皆様の「日本遺産」に対する理

解と関心を高めるとともに、各地域における取り組みのより一層の充実を図るため、昨年度

より、別紙１のとおり２月１３日（※２）を「日本遺産の日」としました。 

今年度も、新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底したうえで、「日本遺産の日」を記念

したシンポジウムを下記のとおりオンラインにて開催しますので、お知らせします。 

なお、昨年度実施した、日本遺産認定地域等によるＰＲブースや体験ブースの出展は、新

型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、今年度は行いません。 

 

記 

 

１．日  時：令和３年２月１３日（土）１３：００～１４：３０ 

 

２．ライブ配信会場：東京国際フォーラム 

   視聴用 URL：https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/special/sp210213.html 

  ※詳細は別紙２をご覧ください。 

 

３．取 材：フルオープン 

※取材を希望される場合は、別紙３の申込用紙にて２月８日(月)までに 

メールでお申し込みください。 

 

（※１）日本遺産連盟は、全国各地の日本遺産認定地域等から構成する団体であり、日本全国に点在

する日本遺産のストーリーを国内外に向けて積極的に情報発信するなど、文化庁等とも連携

しながら日本遺産のブランド力向上を図ることを目的に設立された団体です。 

（※２）日本遺産は、地域の活性化として観光振興を推進することも主な目的としていることから、

ＧＷや夏休みの旅行先の候補選びに宣伝効果の高い時期である２月に絞り、親しみやすさ、

覚えやすさから「にほん（２）いさん（１３）」としました。 

 

 

 

 

＜担当＞  

文化庁参事官（文化観光担当）付 

 春田、中村、清水、溝田 

 電話：03－5253－4111（代表）（内線 5046） 

    03－6734－4760（直通） 



 

 

 

 

「日本遺産の日」に関する共同宣言 
 

 我が国には有形・無形の優れた文化財が各地に数多く存在しており、

これらを活用して地域の活性化や観光振興を図るためには、地域が主体

となって、魅力ある文化財群を総合的に整備・活用し、国内外へ積極的

に発信していくことが重要です。 

 このため、地域の歴史的魅力や特色を通じて地域の文化・伝統を語る

ストーリーを「日本遺産」として認定し、ストーリーを語る上で不可欠

な文化財群を総合的に活用する取り組みを平成２７年から推進している

ところです。 

 「日本遺産」の認定開始から５年目を迎え、これまでに８３のストー

リーが認定されるなど、「日本遺産」の取り組みは全国に広がりを見せ

ており、また、文化財の活用を通じた地域の活性化や観光振興に関する

成果も各地で現れつつあります。 

 文化庁及び日本遺産連盟は、今後、さらに国民の皆様の「日本遺産」

に対する理解と関心を高めるとともに、各地域における取り組みのより

一層の充実を図るため、２月１３日を「日本遺産の日」とすることをこ

こに宣言します。 
 
 
 

令和元年１２月１３日 

文  化  庁 

日本遺産連盟 
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株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス第５営業支店 宛 

（E-mail： japanheritage@or.knt.co.jp、TEL：03-6891-9305） 

 

日本遺産の日記念シンポジウム 取材申込書 

令和３年２月８日（月）必着 

 

項目 記入事項 

ふりがな 

１ 代表者氏名 

 

※参加人数（  ）名 

２ 御所属 
 

 

３ 所属種別 
□メディア関係（テレビ、新聞、出版、その他（      ）） □旅行会社 

□バス・鉄道・航空会社 □その他（            ）  

４ 御連絡先 

（TEL又は E-mail） 

 

 

５ 御住所 
※都道府県市区町村まで 

 

※本申込書に記載された個人情報は，本イベントの参加者の把握及び緊急連絡先のみを目的として使用し，厳重に

取扱うものとします。 

※複数人申し込まれる場合は，代表者が人数分お申し込みください。 

※参加費は無料です。 

 

 

 

【問合せ先】株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

第５営業支店  担当：杉山 

TEL 03-6891-9305 

別 紙３ 


